
た
取
り
組
み
が
必
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。
高
梁

市
で
も
「
予
防・活
用・

除
却
」
を
計
画
的
に
市

の
各
部
署
や
市
民
、
地

域
事
業
者
な
ど
の
連
携

で
実
施
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
空
き
家

を
「
負
の
財
産
」
に
し

な
い
た
め
に
、「
未
然

防
止
・
早
期
発
見
・
早
期
対
応
」
の
仕

組
み
を
構
築
す
る
こ
と
で
、「
地
域
の

財
産
を
未
来
に
つ
な
ぐ
」
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
空
き
家
対
策
へ
の
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　「現在空き家の対応に困っている」「空き家を相続などで所有することになった」「次世代への不
動産の引き継ぎを考えている」など、空き家は状況に応じて対応方法が多岐にわたります。現在の
状況と今後どうしていきたいのかを考えて、対応を進めることが重要です。
　市では、これらの問題を解決するための一助として、「空き家情報バンク制度」を推進しており、
10月１日に専門の相談窓口である「高梁市空き家と移住の窓口（☎56-0080）」を開設しました。

●空き家情報バンク補助金（要事前申請）　協働定住課 ☎21－0282
　※�高梁市空き家情報バンクの利用登録をした上で、補助金ごとに設けられた条件を満たしていること
が必要です。詳しい条件などについては、お問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

　空き家を購入する場合…………助成対象経費の1/10　上限50万円
　　　　　　　　　　　　　　　子ども１人につき10万円加算（上限30万円）
　家財処分する場合………………助成対象経費の2/3　上限20万円
　修繕・改修工事をする場合……助成対象経費の1/3　上限70万円
　　　　　　　　　　　　　　　子ども１人につき10万円加算（上限30万円）

●高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金　環境課 ☎21－0259
　※�対象建築物・交付対象者については、お問い合わせいただくか市ウェブサ
イトをご覧ください。

　補助金額……補助対象経費の1/3　上限50万円

じゃあ空き家はどうしたらいいの？高梁市空き家と移住の窓口へご相談ください
空き家の対応をトータルサポート！

空き家の利活用に関する補助金

空き家情報バンク

　空き家の売却や賃貸を希望する人から提供された物件の情報を、空き家の購入や賃借を希望する人に提供するた
めの制度です。空き家バンクに登録した物件情報は高梁市のサイト等で掲載し、広く情報発信をします。

空き家情報バンク制度とは

住まなくなった家を空き家バンクに登録しませんか？

● 登録費用　無料
※物件が成約した場合には、担当不動産

業者に仲介手数料の支払いが生じます。
● 登録には申請書等の提出が必要

登録について
● 購入や改修補助等が受けられます。
● インターネットで全国に発信され

ます。 

登録するメリットは？
● 所有者が明らかな家
● 住宅として使用していた家
● 大規模な改修が不要な家

どのような家が登録できる？

空き家バンク
高梁市
不動産業者

（仲介）

空き家の所有者 利用希望者

❶ 物件の登録 ❷ 情報発信

❻ 交渉・契約

❺ 利用希望者情報の
提供 ❹ 物件の内見

❸ 利用者情報登録

買いたい
借りたい

売りたい
貸したい

（内見の申込）

（無料）

※空き家情報バンクは物件の紹介を行うまでの制度であり、所有者と利用申込者間で行う空き家物件に対する交渉、
売買契約、賃貸借契約等の法律行為およびこれに付随して生じたトラブル等については、一切関与しません。

特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
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 代表

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

空
き
家
コ

ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
は
、
平
成
25
年
５
月
に

発
足
し
、
現
在
、
高
梁
市
を
含
む
33
自

治
体
の
空
き
家
問
題
解
決
支
援
を
全
国

で
活
動
し
て
い
ま
す
。
高
梁
市
に
お
き

ま
し
て
も
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
・

市
外
県
外
に
出
て
戻
っ
て
こ
な
い
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
空
き
家
は
増
加
し

続
け
て
い
ま
す
。

　
所
有
者
が
必
要
に
応
じ
て
管
理
や
解

体
を
実
施
し
健
全
な
状
態
を
保
つ
こ
と

が
理
想
で
す
が
、
相
続
問
題
・
資
金
問

題
・
遠
隔
居
住
な
ど
の
理
由
で
適
正
管

理
さ
れ
な
い
家
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

相
続
放
棄
す
る
事
案
も
発
生
す
る
な

ど
、
市
が
対
応
で
き
る
部
分
は
限
定
的

で
、
税
金
投
入
し
て
解
体
す
る
事
も
全

て
に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
空
き
家
は

決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
官
民
連
携
し

　
私
た
ち
は
10
月
１
日
に
開
設
し
た

「
高
梁
市
空
き
家
と
移
住
の
窓
口
」

で
相
談
員
を
し
て
い
ま
す
。

　
高
梁
市
内
に
は
空
き
家
が
多
く
、

相
談
件
数
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
市
が
空
き
家
に
関
す
る
サ
ポ
ー

ト
を
よ
り
強
化
す
る
た
め
に
開
設
し

ま
し
た
。
ま
た
、
行
政
の
窓
口
対
応

は
基
本
平
日
で
あ
る
た
め
、
仕
事
を

さ
れ
て
い
る
人
な
ど
も
相
談
し
や
す

く
し
た
い
と
い
う
狙
い
も
あ
り
ま
す
。

　
突
然
の
相
続
に
よ
り
、
空
き
家
所

有
者
に
な
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
急
に
空
き
家
の
所
有
者
に

な
り
、
何
を
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら

な
い
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
対
応
が
困
難

特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ　高梁事務所

山
やまがた

縣 麻
ま り こ

理子 さん　三
み む ら

村 雄
ゆういち

一 さん

に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
そ
う

な
る
前
に
不
安
に
感
じ
る
こ
と
が
あ

れ
ば
、
ま
ず
は
相
談
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
仕
事
は
、
空
き
家
の
確

認
や
専
門
業
者
と
の
取
り
次
ぎ
、
空

き
家
情
報
バ
ン
ク
へ
の
物
件
登
録
な

ど
、
空
き
家
の
活
用
を
推
進
し
て
い

く
こ
と
で
す
。
空
き
家
の
活
用
方
法

は
さ
ま
ざ
ま
で
、
一
人
ひ
と
り
に

あ
っ
た
解
決
方
法
を
一
緒
に
導
き
だ

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

悩
み
、
相
談
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
空
き
家

の
セ
ミ
ナ
ー
＆
個
別
相
談
会
を
行
い

ま
す
の
で
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
13
ペ
ー
ジ
参
照
）

空き家と移住の窓口
　
■場所　高梁市観光交流センター ATTa！内
　　　　（高梁市旭町1335-7）　

■開設時間　月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前８時30分～午後５時
　※土日祝も事前予約があれば対応します。

■内容　�空き家に関する相談、自宅の今後
の相談、移住相談など、気軽にご
利用ください。

■問い合わせ先　☎56-0080

協働定住課  山
やまもと

本 茉
ま お

生 主事

高梁市の市外局番は「0866」です 4令和７年（2025）11月5 令和７年（2025）11月


